
平成29年３月27日訓令第20号 

 

妙高市がんばる企業応援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与するため、中小企業者の経営力の向上に

つながる主体的な取組に対し、予算の範囲内において、妙高市がんばる企業応援補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、妙高市補助金等交付規則（平成19

年妙高市規則第14号）、妙高市補助金交付基準（平成19年妙高市訓令第４号）及びこの要綱に定

めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）中小企業者 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する者をいう。 

（２）創業 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始し、又は新たに会社を設立して当該

会社が事業を開始することをいう。 

（３）特定創業者 妙高市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援事業を受けた者 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

（１）市内で事業を営む中小企業者で、個人事業主にあっては、市内に住所を有するものである

こと。ただし、創業前の者にあっては、創業後に市内で事業を営む中小企業者となり、個人

事業主になるものにあっては、市内に住所を有するものとなること。 

（２）新井商工会議所、妙高高原商工会及び妙高商工会（以下「会議所等」という。）の定款に

定める会員であること。ただし、第６条に定める補助金交付申請時点において会員でない者

にあっては、速やかに会員となるものであること。 

（３）別表第１に定める事業を行わないこと。 

（４）市税を滞納していないこと。 

（補助対象事業等） 

第４条 補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。 

（１）販路開拓 

（２）新規事業展開 

（３）業務の効率化 

（４）生産性の向上 

（５）人材育成及び人材確保 

（６）海外需要の取込 

（７）働き方改革の制度化 

（８）創業 

（９）ＩＴ導入（制度改正対応型） 

２ 補助対象となる経費は、前項の事業を実施するために必要となる経費のうち、別表第２に定め

るものとする。ただし、他の補助金等を受ける経費は、対象外とする。 

（補助金の額及び補助限度額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額とし、30万円を上限とする。ただし、特

定創業者については、４０万円を上限とする。 

２ 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。 

３ 補助金の交付は、１つの中小企業者につき、１年度当たり１回を限度とする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業に着手する前に妙高市がんばる企業

応援補助金交付申請書（別記様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書の作成に当たっては、会議所等の経営指導員の指導を受けるものとする。 

（交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補

助金交付の可否を決定しなければならない。 



２ 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その決定の内容を妙高市がんばる企業応援補助

金交付（決定・却下）通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消） 

第８条 市長は、補助金の交付を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生

したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

（１）この要綱の規定に違反したとき。 

（２）提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

（３）補助事業を遂行することができないと認められるとき。 

（４）補助金の額の確定後にあって、補助対象経費により取得した償却資産を減価償却資産の耐

用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定める償却期間内に処分したとき。た

だし、補助対象者の病気療養による廃業等や天災地変などの特別な事情がある場合はこの限

りでない。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、交付決定を受けた者（以下「交付

決定者」という。）に対し、既に交付されている補助金の全部又は一部を返還させることができ

る。 

（実績報告） 

第10条 申請者は、妙高市がんばる企業応援補助金実績報告書（別記様式第３号）を、当該補助事

業が完了した日から１月を経過する日又は、交付決定を受けた日の属する年度の３月31日のいず

れか早い日までに提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第11条 市長は、前条の実績報告の提出があった場合は、書類審査を行った上で補助金額を確定し、

交付するものとする。 

（補助金の概算払） 

第12条 交付決定者は、補助金の一部又は全部の概算払を請求することができる。 

２ 前項の概算払を受けようとする場合は、妙高市がんばる企業応援補助金概算払申請書兼請求書

（別記様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請及び請求の内容が適正と認められたときは、補助金を支払うも

のとする。 

（補助金の精算） 

第13条 概算払を受けた者は、第11条の規定による補助金額の確定後、速やかに補助金を精算しな

ければならない。 

（補助制度の見直し） 

第14条 市長は、この要綱の施行の日から３年を超えない期間ごとに、各条項が他の法令、社会経

済情勢等と比較して整合性が取れているかどうかを検討するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する検討の結果を踏まえ、この要綱の見直しが必要であると判断したとき

は、速やかに、見直し等の措置を講じるものとする。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

１ 日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）における次の事業 

大分類 中分類 

Ｒ サービス業（他に分類されないもの） 93 政治・経済・文化団体 

94 宗教 

96 外国公務 

Ｓ 公務（他に分類されるものを除く） 全般 

Ｔ 分類不能の産業 全般 

２ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項及

び同条第５項から第11項までに定める営業 

３ 市民生活や生活環境に悪影響を及ぼすことが予想されると市長が認める事業 

 

別表第２（第４条関係） 

補助対象経費 内容 

機械装置等費 

補助事業遂行のために必要な機械装置等の購入に要する経費であって、単

なる取替え更新によるものを除く。中古品にあっては、新品の同等品と比

較して安価であることが容易に判断できるものに限る。 

広報費 
パンフレット、ポスター、チラシ及びホームページ等の作成並びに広報媒

体等を活用するために支払われる経費 

展示会等出展費 
展示会、審査会、催事等の出展料及びそれに係る運搬費。ただし、運搬費

の内、レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等自らが運搬する経費は除く。 

旅費 

補助事業の遂行のために必要となる旅費の内、宿泊費及び公共交通機関を

用いた交通費で最も経済的及び合理的に算出された実費。ただし、宿泊費

については１夜につき次の額を上限とし、これを上回る場合はこの額を補

助対象経費とする。 

     

 県外 県内 市内  

 11,000円 10,000円 対象外  

     

開発費 

新商品開発のために必要となる原材料、設計、デザイン、製造、改良及び

加工のために支払われる経費。ただし、既存商品に係る経費と明確に区分

できるものとする。 

資料購入費 補助事業の遂行のために必要な図書等を購入するために支払われる経費 

雑役務費 
補助事業の遂行のみを目的として臨時的に雇い入れた者に支払う賃金及

び交通費 

借料 
補助事業の遂行のために必要な機械設備等のリース料。ただし、補助期間

満了後も継続して借上げるものについては、補助期間中の借料に限る。 

専門家謝金及び旅費 

補助事業の遂行のために必要な指導・助言を受けるために専門家等に謝礼

として支払われる経費。ただし、次の額を上限としこれを上回る場合はこ

の額を補助対象経費とする。 

      

 区分 金額 備考  

 大学教授、助教授 12,000円／回 交通費及び宿泊費は上記

旅費に定める額 
 

 

上記以外 

講師 

（無資格者） 
3,000円／回 

 

 講師 

（有資格者） 
5,000円／回 

 

      



車両購入費 

補助事業の遂行のために必要な車両を購入する費用であって、単なる取替

え更新によるものを除く。中古品にあっては、新品の同等品と比較して安

価であることが容易に判断できるものに限る。 

クラウドファンディン

グに係るファンド組成

手数料 

インターネットを介して広く一般に事業資金を調達する仕組みを利用す

るために必要となるファンド組成の手数料 

委託費 
上記に該当しない経費であって、第三者に業務を委託する市場調査、申請

代行等に要する経費 

外注費 
上記に該当しない経費であって、第三者に業務を請負わせる内外装の改修

等の経費 

備考 

１ 上記の経費の一部に交際費、慶弔費、飲食費、懇親会費等の公的な資金の用途として社会通

念上不適切な経費を含む場合は、その相当額を対象外とし、不可分なものについては、その経

費の全部を対象外とする。 

２ 支払が割賦によるものは、当該補助期間中の支払額のみを対象とする。 

３ 補助金の交付決定前に発注されたものの経費は、対象外とする。ただし、展示会等出展費に

係る出店申込みが補助金の交付決定日前であっても展示会等の開催日及び出展料等の支払が交

付決定日以降であれば対象とする。 

４ 実績報告においてその経費の額及び経理を証明する書類を提出できないものは、対象外とす

る。 

５ 自社内部の取引によるものは、対象外とする。 

６ オークションや個人から購入したものは、中古品とする。 

７ 筆記用具、プリンタ用インク、用紙、電池等消耗品は、対象外とする。 

８ 通信費は、対象外とする。 

９ 振込手数料は、対象外とする。ただし、発注先が負担する場合で振込手数料を含んだ額が発

注金額となる場合は、この発注金額を補助対象経費とする。 

10 補助事業の遂行において発生した突発的な修繕費は、対象外とする。 

11 各種保証及び保険料は対象外とする。ただし、旅費に係る航空保険料及び展示会等の出展で

出展料に含まれる保険料は、対象とする。 

12 商品券等での支払は対象外とする。経費の一部を商品券等で支払ったものは、商品券等で支

払った額を差引き補助対象経費とする。 


